
都市計画道路太平寺上小阪線地元説明会次第 
（令和８年５月２０日） 

 
１．東大阪市土木部道路整備室長あいさつ 
 
 
２．全体事業説明（事業の期間・範囲・新設道路の

構造等） 
 
 
 
３．用地買収説明（用地買収の流れ・税金等） 
 
 
 
４．質疑応答 
 
 



都市計画道路太平寺上小阪線 事業概要 
 

・ 事 業 の 種 類 東部大阪都市計画道路事業 

・ 事 業 の 名 称 ３・４・２２７-２１号 太平寺上小阪線 

・ 施行者の名称 東大阪市  

・ 事 業 区 間 東大阪市俊徳町五丁目、長瀬町三丁目、寿町一丁目地内 

・ 事務所の所在 東大阪市役所 土木部 道路整備室 街路整備課 

・ 認 可 取 得 日 令和８年３月２５日 

・ 事 業 期 間 令和８年３月２５日 〜 令和１３年３月３１日 

・ 延    長 １８０ｍ 

・ 幅    員 １８ｍ 
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資料-１ 位置図 

 

 
資料-2 事業地の詳細図 
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資料-3 標準横断図 

 

 

資料-4 完成イメージ図 
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資料-5 工程表 

 

 
資料-6 今後の予定 
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許可なく無断で複写・転載することを禁じます。

用地取得事務の流れ
起 業 者土 地 等 の 権 利 者

用地補償説明会の開催

土地の測量
物件（建物・動産等）調査
図面等の作成
営業実態調査

境界の確認
営業等資料の提出

土地・建物等の調査

用地交渉・補償金額提示

補償金額の算定

補償契約書の作成
契約に必要な書類の提出
登記手続に必要な書類の提出

補償金額の合意・契約締結

補償金支払手続（前金）

土地の引渡し

土地所有権移転登記等土地所有権移転登記等

立退完了確認
移転完了確認

移転先地への引っ越し
建物等の移転・除去

補償金支払手続（残金）

調書の作成
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（一例です）

 （残金）お受け取り後、確定申告が必要になります。
 　　　　確定申告されますと事業協力頂いた土地・建物の所有者を対象に
 　　　　譲渡による所得税特別控除の対象（最大５，０００万円）となり

　　　　ます。※詳細は税務署にご確認ください。
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事業認可取得後の規制等について 

 

① 建築等の制限（都市計画法第６５条） 

 土地・建物所有者が、土地の形質変更、建物・工作物の建築、物

件の設置を行う場合には東大阪市の許可を受ける必要があります。 

（建物の増改築が該当します。） 

 

②土地建物等の先買い（都市計画法第６７条） 

 土地・建物所有者が、土地・建物の取引をする場合は、 

施行者（東大阪市）に届け出る必要があります。                     

（土地・建物の売買が該当します。） 

 

③土地の買取請求（都市計画法第６８条） 

 土地・建物所有者は、土地を時価で買い取るよう   

施行者（東大阪市）に請求することができます。 

 

④土地収用法の適用(都市計画法第６９条） 

 事業認可の取得することにより、土地収用法の適用が可能となり

ます。 
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